
補償決定
確定日

事件名 補償決定日 補償額裁判所名I
■

広島地裁 業務上横領55 R6.1 0､1 7 R6.1 0.22 4,550,000

大阪地裁 強制性交等56 R6.1 0.1 R6.1 0.22 3,47 5,000

器物損壊大阪地裁57 R6.1 0:24 R6.1 0.30 1,030,000
■

大阪地裁 占有離脱物横領58 R6.1 0.25 R6.1 0.30 1,675,000

器物損壊甲府地裁59 R6.1 0.22 R6.1 0.31 2,912,500

覚醒罪取締法違反(変更後の訴因 覚醒罪取締
法違反、関税法違反）

東京地裁60 R6.1 1.8 R6.1 113 9,725,000
『

ロ ロ ロ

公務執行妨害､傷害大阪地裁61 R6.1 1 .28 R6.1 2.5 370,000

児童買春､児童ポルノ|こ係る行為等の規制及び
処罰並びに児童の保護等に関する法律違反

大阪地裁62 R6.1 2.1 0 R6.1 21 7 225,000

松山地裁 詐欺63 R6.1 2.1 3 R6.1 2.1 8 71 0,000

東京地裁 傷害､暴行64 R61 2.20 R6.1 2.25 190,000

東京高裁 窃盗65 R6.1 2.20 R6.1 2.26 992．000
11

※ 令和6年1月1日から令和6年12月31日までに刑事補償決定が確定したもの｡ただし､不服申立てがあり､原審で
確定しなかったものを除く。
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1 検察審査会における起訴相当等議決事件､検察官の事後措置、起訴議決事件
及び起訴事件の第一審裁判結果等調査表一令和6年
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(注）1 本表の数値は、速報値である。

2 検察官の事後措置、起訴議決、第一審裁判結果は、必ずしもその年の議決結果に対応するものではない。



2 検察審査会における起訴相当等議決事件調査表（罪名別）－令和6年
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(注） 1 本表の数値は、速報値である。
2 罪名は申立書記載の罪名（職権の場合は不起訴裁定書記載の罪名〉である。
3 「不同意わいせつ、不同意性交等、同致死傷等」には、平成29年法律第7「不同意わいせつ、不同意性交等、同致死傷等」には、平成29年法律第72号による改正前の

「強かん、強かん等致死傷」（177条～179条、181条）及び令和5年法律第66号によ
る改正前の「強制わいせつ、強制性交等、同致死傷等」（176条～181条）を含む。


